
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 
 
審査基準（申請に対する処分関係） 

資料番

号 
２７ 担当課 自然保護課 

法令名 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律 

根 拠 条

項 
51 

許 認 可

等 の 内

容 

狩猟免許の更新 

１ 根拠規定 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 
（狩猟免許試験の方法） 

第四十八条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げ

る事項について行う。 
一 狩猟について必要な適性 
二 狩猟について必要な技能 
三 狩猟について必要な知識 
（狩猟免許の更新） 

第五十一条 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところによ
り、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めると

ころにより、その者について、第四十八条第一号に掲げる事項に係る試験（次項において「適
性試験」という。）を行わなければならない。 

３ 適性試験の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが
支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該

狩猟免許の更新をしなければならない。 
４ 狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事
が行う講習を受けるよう努めなければならない。 

 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則 
（狩猟免許試験）  

第五十一条 都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。 
２ 都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験（次項に規

定する免許試験を除く。）について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期
間その他必要な事項を公示しなければならない。 

３ 法第四十九条第二号に該当する者（以下この項において「未更新者」という。）に係る免許

試験については、前項の規定にかかわらず、未更新者が第四十八条第一項の規定により免許申
請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新 

者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。 
（適性試験） 

第五十二条 法第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験（以下「適性試験」

という。）は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ
同表の下欄に掲げるとおりとする。 
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判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 
 
審査基準（申請に対する処分関係） 

資料番

号 
２７ 担当課 自然保護課 

法令名 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律 

根 拠 条

項 
51 

許 認 可

等 の 内

容 

狩猟免許の更新 

  
科 目 視力 聴力 運動能力 

合格基準 一 網猟免許又はわな
猟免許に係る適性試

験にあっては、視力
（万国式試視力表に

より検査をした視力

で、矯正視力を含む。
以下同じ。）が両眼で

〇・五以上であるこ
と。ただし、一眼が見

えない者については、

他眼の視野が左右一
五〇度以上で、視力が

〇・五以上であるこ
と。 

二 第一種銃猟免許又

は第二種銃猟免許に
係る適性試験にあっ

ては、視力が両眼で
〇・七以上であり、か

つ、一眼でそれぞれ

〇・三以上であるこ
と。ただし、一眼の視

力が〇・三に満たない
者又は一眼が見えな

い者については、他眼

の視野が左右一五〇
度以上で、視力が〇・

七以上であること。 

一〇メートルの距離で、
九〇デシベルの警音器

の音が聞こえる聴力（補
聴器により補正された

聴力を含む。）を有する

こと。 

狩猟を安全に行うことに
支障を及ぼすおそれのあ

る四肢
し

又は体幹の障害が

ないこと。ただし、狩猟

を安全に行うことに支障
を及ぼすおそれのある四

肢
し

又は体幹の障害がある

者については、その者の

身体の状態に応じた補助
手段を講ずることにより

狩猟を行うことに支障を
及ぼすおそれがないと認

められるものであるこ

と。 

 
（試験の順序等）  

第五十五条 都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、適性試験及び知識試験を技能試

験の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対して
は、他の試験を行わないものとする。 
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資料番
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２７ 担当課 自然保護課 

法令名 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す
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等 の 内

容 

狩猟免許の更新 

２ 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これら
の免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免
許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種
類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。 

３ 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これら
の免許試験のうち網猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網猟免許
又はわな猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩
猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。 
（免許更新申請書）  

第五十八条 法第五十一条第一項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。 
一 申請者の住所、氏名及び生年月日 
二 更新を受けようとする狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該
狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 

三 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする者であって、銃器の所持につ
いて申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて
いる場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日 

四 更新の申請者が一の登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩
猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあっては、その旨 

２ 第四十八条第二項の規定は、免許更新申請書について準用する。 
（適性検査）  

第五十九条 管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験（以下「適性検査」という。）
を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けよ
うとする者について行わなければならない。 

２ 第五十一条第二項、第五十二条並びに第五十五条第二項及び第三項の規定は、適性検査につ
いて準用する。この場合において、第五十一条第二項中「免許申請書」とあるのは「免許更新
申請書」と、第五十五条第二項及び第三項中「免許試験」とあるのは「適性検査」と、「適性
試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。 
（狩猟免許の更新）  

第六十条 管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条
第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。 

２ 管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二
以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該
狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩
猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。
この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更
新の日から三年とする。 
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３ 管轄都道府県知事は、適性検査の結果から判断して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟を
することが支障がないと認めたときは、当該申請者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな
狩猟免状を交付するものとする。 

４ 管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止さ
れているときは、前項の規定により新たに交付した狩猟免状にその旨を記載するものとする。 

 （講習）  
第六十一条 管轄都道府県知事は、法第五十一条第四項の規定により、狩猟免許の更新を受けよ
うとする者に対し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、鳥獣の判別並びに猟具の取扱

いについて、三時間以上の講習を行うものとする。 
２ 前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。 

 


